
許 可番 号 01950032701号

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

(

住   所   岡山県久米郡美咲町藤原 468番地の7

氏   名   有限会社久米産業
判臨堺潮

小
) 代表取締役 有本 英輔

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14条の4第 1項の許可を受けた者であることを証する。
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凸梨県宍口事 長 埼 幸 太

許 可 の 年 月 日

許 可 の 有 効 年 月 日

令和 8 年

令和 13年

3 月  14 日

3 月  13日

1事業の範囲

2積 替え又は保管を行 うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所
う特別管理産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限及び積み上げ

え又は保管を行 う場合に限る。 )

無 し

の

と

と

こ

ご

る
積替え又は保管を行
ができる高さ (積替

3許 可の条件
無 し

4許 可の更新・変更の状況

平成 28年  3月 14日 新規許可

令和  8年  3月 19日 許可の更新

5積 替え許可の有無 征
ヽ

特別管理産業廃葉物の

種類

・廃油 (揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。)
。廃酸 (水素イオン濃度指数 2,0以 下のものに限る。)
。廃アルカリ (水素イオン濃度指数 12。 5以上のものに限る。)
。特定有害産業廃棄物 (廃ポヅ塩化ビフエニル等 (※ )、 ポリ塩化ビ

フェニル汚染物 (※ )、 廃石綿等、その他詳細は裏面のとお り。 )
ただし、※印があるものは、低濃度ポヅ塩化ビフエニル廃葉物に係る

無害化処理の内容等の基準等 (平成 21年 11月 環境省告示第 69号 )
第 1条第 1項に規定する低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に該当するも
のに限る。

積替え保管の有無 無 し

6規 則第 10条の 12第 2頂の規定による許可証の提出の有無 有



廃棄物の種類

含有する有害物質名
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アルキル水銀化合物 O O O ○ ○

水銀又はその化合物 O ○ O O ○

カ ドミウム又はその化合物 O 〇 O O ○ O

鉛又はその化合物 O ○ ○ O ○ ○

有機燐化合物 O ○ O

六価クロム化合物 O ○ 〇 O O O

砒素又はその化合物 ○ O 〇 〇 O O

シアン化合物 O O 〇

PCB

トリクロロエチレン O ○ O O

テ トラクロロエチレン O O O O

ジクロロメタン ○ ○ O O

四塩化炭素 O O O ○

2-ジクロロェタン1 ○ ○ ○ O

1, 1-ジクロロェチレン O O ○ 〇

シスー 1, 2-ジクロロェチレン O O O O

1-ト リクロロエタン1 1 ○ ○ ○ ○

2-ト リクロロエタン1 1 O O ○ O

3-ジクロロプロペン1 ○ O O O

チクラム 〇 ○ O

シマジン ○ ○ O

チオベンカルブ O O O

ベンゼン O O ○ O

セレン又はその化合物 O O 〇 ○ O ○

1,4-ジ オキサン O ○ O ○ ○

ダイオキシン類 ○ 〇 ○ O O

裏面 許可番号 01950032701号

(注)表 中の O」 は取 り うことができるものを、「―」は取り うことができないものを


